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答 申 

 

第１ 審査会の結論 

大津市長（以下「実施機関」という。）が行った公文書部分公開決定（以下「本件処分」とい

う。）について、滋賀県庁に係る立入内容（以下「本件情報」という。）について大津市情報公開

条例（平成１４年条例第４号。以下「条例」という。）第７条第６号ア該当を理由に非公開とし

た部分は、当該条文の解釈及び適用に誤りがあるため取り消すべきである。 

改めて審査をした上で非公開とすべき部分がある場合には、当該部分につき、その適用条文を

示すとともに当該条文を適用する理由を分かりやすく記載すべきである。 

 

第２ 審査請求の経過 

 １ 公文書公開請求 

令和６年４月３０日、審査請求人は、条例第６条第１項の規定により、実施機関に対して「健

康推進課が保有する監視台帳（健康増進法（受動喫煙対策））（令和６年４月１日以降のもの。）」

の公開を求める公文書公開請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。 

２ 実施機関の決定 

   令和６年５月１５日、実施機関は、本件公開請求に係る公文書（以下「本件公文書」という。）

について、本件公開請求に係る特定の期間に作成された「監視台帳」を本件公文書として特定

し、条例第１１条第１項の規定により本件処分を行った。 

３ 審査請求 

   令和６年８月１６日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成２６年法

律第６８号）第２条の規定により、審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 ４ 令和７年７月２８日、当審査会は、実施機関に対し、処分理由等に係る意見書の提出を求め、

令和７年８月６日、実施機関から当該意見書の提出を受けた。 

 ５ 令和７年８月２７日、当審査会は、審査請求人に対し、当該意見書に係る意見書の提出を求

めたところ、令和７年１０月３日、審査請求人から意見書及び資料の提出を受けた。 

 

第３ 審査請求の趣旨 

   本件情報の公開を求める。 

 

第４ 審査請求人の主張要旨 

   審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

 １ 本件情報は、条例第７条第６号アに係る非公開情報に該当しない。 

 ２ 滋賀県により立入内容の欄に記載された内容に対する事実確認が行われたことからすると、

本件情報に係る事務は大津市が行う法令違反の取締り等に係る事務に関する情報とはいうこと

はできない。 

 ３ 本件では、公開請求時点において、すでに滋賀県において事実の把握はされていたのである
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から、法令違反者が非公開部分を知ったとしても、事実の隠蔽、口止め等をするには遅すぎる。 

 ４ 仮に、当該法令違反者による当該法令違反者以外の人物に対する報復等が生じる懸念が生じ

るとして、通報者に対する報復等が生じる懸念が生じないのであれば、通報者が受動喫煙に関

する情報提供等を行うことを躊躇うおそれがあるとはいえない。 

 ５ そして、本件公文書には、滋賀県総務課が対応を行う予定である旨の記載がある一方で、滋

賀県でなされた対応に関して何ら記載がないことからすると、そもそも本市において正確な事

実の把握をするまでもなく監視が完結していたといえる。そうすると、正確な事実の把握が困

難になるおそれがあるとの主張は、前提を欠く。 

 

第５ 実施機関の主張要旨 

   実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 

 １ 監視台帳には、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第３１条又は第３２条の規定によ

る特定施設等に対する指導、助言又は勧告、命令等、同法第３８条の規定による立入検査等の情

報及び法人等又は事業を営む個人の受動喫煙対策に係る対応内容（以下「本件記載内容」とい

う。）が記載されることとなっている。 

 ２ 本件公文書における本件記載内容のうち、立入内容の欄には通報の内容、市の判断及び監視

事務の詳細な内容が記載されており、審査請求人が公開を求める情報の中には通報の内容が記

載されている。なお、通報の内容について、その全てについて真偽を確認しているわけではな

い。 

 ３ 審査請求人は、滋賀県が立入内容の欄に記載された内容に対する事実確認を行ったことから、

市が行う法令違反の取締り等に係る事務に関する情報ではない旨と述べるが、当該情報は、滋

賀県庁という施設に関して大津市長が行った健康増進法の違反に係る取締り等に関するもので

あり、市が行う事務又は事業に関する情報である。 

 ４ 本件情報に実施機関が真偽を確認していない情報が含まれることを踏まえると、当該市が行

う事務又は事業に関する情報を公にすることにより、正確な事実の把握を困難にするおそれそ

の他の事務の性質上、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、非公開が妥当

であると考える。 

５ 正確な事実の把握を困難にするおそれその他の事務の性質上、事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれとして、次の２つのものがあると考える。 

⑴ 法令違反者が法令違反の事実を隠蔽し、口止めることなどにより、立入内容の記述内容の確

認を行うことができなくなるなど、健康増進法に基づく受動喫煙の防止等に係る正確な事実

の把握が困難になるおそれ（以下「本件おそれ１」という。） 

⑵ 法令違反者以外の者の言動の詳細が公開されることとなった場合、情報公開を契機として

通報の事実を知ることとなり、当該法令違反者による当該法令違反者以外の人物に対する報

復等が生じる懸念が生じることにより、報復等を恐れ、通報者が、受動喫煙に関する情報提供

等を行うことをためらうおそれ（以下「本件おそれ２」という。） 

 

第６ 当審査会の判断理由 
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 １ 本件公開請求について 

   本件公開請求は、審査請求人が、本件情報の公開を求めるものである。 

 ２ 本件審査請求に係る争点について 

   実施機関は、本件情報を公開することにより、市が行う事務又は事業に関する情報を公にす

ることにより、正確な事実の把握を困難にするおそれその他の事務の性質上、事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第７条第６号アに該当するため、本件情報を非公開とす

ることが妥当であると主張している。 

   一方で、審査請求人は、滋賀県が立入内容の欄に記載された内容に対する事務対応を行った

ことから、本件情報は、市が行う法令違反の取締り等に係る事務に関する情報ではないとして、

本件情報の公開を求めている。 

   本件情報の公開を非公開としたこと以外に争いはないことから、当審査会として、本件処分

のうち本件情報について、条例第７条第６号アに該当するかについて、以下検討を行う。 

 ３ 条例第７条第６号ア該当性について 

 ⑴ 条例の規定と解釈について 

条例第５条において「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施

機関の保有する公文書の公開を請求することができる。」と公文書公開請求権を何人にも認め

ているところ、条例第７条においては「実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係

る公文書に次の各号に掲げる情報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されてい

る場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。」と原則公開の基

本的な考え方を示している。 

この例外として、同条第６号において「市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地

方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げる

おそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるもの」を非公開情報としている。 

そして、同号の例示として同号アは「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴

収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を

容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」を非公開とする旨を規定している。ここで

いう「おそれ」については、その程度は抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する蓋然性

が要求されると解されるところである。 

  ⑵ 本件への適用について 

    当審査会がインカメラ審理を行い、本件公文書を見分したところ、本件公文書には本件情

報として、個人に係る肩書及び当該個人に係る様子又は状況が記載されていることを確認し

た。実施機関は、上記のとおり、市が行う事務又は事業に関する情報を公にすることにより、

正確な事実の把握を困難にするおそれその他の事務の性質上、事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあり、具体的には、本件おそれ１又は本件おそれ２があると主張しているとこ

ろ、本件情報の内容を踏まえると、本件情報を公開することにより、実施機関が主張するおそ

れが生じると認めることはできない。実施機関が主張するおそれについて、それぞれ検討を

行う。 
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   ア 本件おそれ１について 

     実施機関は、本件情報を公開することにより、法令違反者が法令違反の事実を隠蔽し、

口止めることなどにより、本件情報の確認を行うことができなくなると主張するが、法令

違反者として通報されたとしても、一般に、法令違反者は通報者を知ることはできない。ま

た、同時に複数の者が通報された場合に、当該複数の者のうちの特定の人物が通報を行っ

たとしても、法令違反者は当然には通報者を知ることはできない。 

加えて、滋賀県総務課が既に事実確認をしていると立入内容の欄に記載があることから、

少なくとも本件情報について、事実確認後に法令違反者が事実を隠蔽することはできず、正

確な事実の把握が困難になるおそれはないということができる。 

     以上によると、本件おそれ１については、その前提を欠くため、実施機関の主張に首肯

することはできない。 

   イ 本件おそれ２について 

     実施機関は、法令違反者以外の者の言動の詳細が公開されることとなった場合、当該法

令違反者が情報公開を契機として通報の事実を知ることとなり、その者による当該法令違

反者以外の人物に対する報復等が生じる懸念が生じると主張するが、仮に法令違反者以外

の人物が記載されており、人物を特定できたとしても、通報者が当該人物であると特定す

ることはできず、本件情報においても、通報者が記載されていると読み取ることはできな

い。通報者を特定することができない以上、報復等が生じる蓋然性があると認定すること

はできず、報復等を恐れて通報者が受動喫煙に関する情報提供等を行うことをためらうお

それがあると認定することもできない。 

     よって、実施機関が主張する本件おそれ２は飽くまでも抽象的な可能性にとどまり、法

的保護に値する蓋然性を認定することはできない。 

    上記の検討を踏まえると、本件おそれ１及び本件おそれ２について、それぞれ可能性がな

いこと又は抽象的な可能性にとどまることから、法的保護に値する蓋然性を認定することは

できない。 

    したがって、本件情報を条例第７条第６号ア該当とし非公開とした実施機関の判断には、

当該条文の解釈及び適用に誤りがあると判断するものである。 

 ４ 結論 

   以上のとおり、本件審査請求には理由があるから、冒頭の「第１ 審査会の結論」のとおり判

断する。 

 

第７ 審査会の処理経過 

   審査会の処理経過は次のとおりである。 

年  月  日 処  理  内  容 

令和６年 ９月１７日 諮問書の受理 

令和７年 ６月１７日 審議 

令和７年 ７月２２日 審議 

実施機関からの事情聴取 
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令和７年 ８月２５日 審議 

令和７年 ９月１８日 審議 

令和７年１０月２７日 審議 

令和７年１１月２６日 答申 

 


